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中央新幹線建設に伴 う発生土について

トンネルの掘削に伴 う発生土については 国土交通省や県の公共工事

において 発生上の現場内利用や 事業 F・5で の利用の推進に向けた取

り組みがなされているところです。

中央新幹線は 全国新幹線鉄道整備法に基づき国土交通大臣の建設の

指示を受け当社が建設するものであり その発生土について 当社は

国や県の取 り組みにな らい、ますは自らの新幹線建設事業での造成に

最大限活用 していく考えです。一方 本事業 として活用する土量は限

定されることから 利用計画が未定の発生土について 他の公的事業

さらには民間事業を含めて 有効活用 していただくことで―‐えていま

す .

ついては 長野県内における他の公的事業や民間事業での有効活月に

ついての情報収葉や斡旋に加え 発生上の受入時期や場所 禾1月 上

量 優先順位等の具体||な 内容についての禾1月 調整窓 口を県 にお願

いしたい

発生土の運搬等 に関する条4と しては

発生土の運搬 取卸し 整地× く整地にあたっての防災対策工事管

む)は当社で実施 します

×公|」 事業自体の遠成は公的事業主体で実施 (例 えば公的事業が堤防拡幅の

場合は:違燎 取卸しは当社が実施 堤防拡幅I手は公的事業主体が実施)

公|1事業の場合は 公的事業の主体にて 事前に月地の手当てや行

政手続きを整えるな ど 発生土の受入可能な状態にして頂きたい。

公的事業以外の場合は 借地契約など月地の手当て等について 当

社と関係地権者の間で行います.ま た 地権者 (隣接地権者含む)

や地元 自治会等 と協議 調整 行政手続きを行 うに際 しては 県お

よび市町村に後押 しをお願いしたい

運搬の際は 基本||に 既存道路を使用 します 新たに運搬路等が必

要な場合には個51に 向係機関と協議させていただきます.

整地後は有効に活用 していただきたい。
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中央新幹線 (床京都 :名古屋市間)環境影響評価準備書 帳 野県】についての

長 野 県 知 事 意 見

中央新幹線については 環境影響評価法 (平成9年 6月 13日 法律第81号 以下

「法」という )に基づき、平成 25年 0月 20日 に「中央新幹線 (東京都 名古屋市

商)環境影響評価準備書 帳 野県)(以下 眸 備書Jと いう01が公告され 同年

11月 26日 に事業者である東海旅響鉄道株式会社 (以下「事業者Jと いう )か ら「中

央新幹練 (東京都 名古屋市問)環境影響評価準備書に対する意見の概要及び当該

意見についての事業者の見解 〔長野県】Jの送付を受けたところである

準備書において対象事業実施区域とさね人 地域は 南アルプスをはじめとした雄

大な山
= 豊かな森ll そこで●

=キ
た清らかな水など 四手の変化に富んだ全国

でも有数の美しい自然に忘まれており 古くからその恵みを生かした伝統的な生活

が営まれ 中山道や天竜力Iな どによる人々の交流を通じて特徴的な文化が形成され

ている この実しく豊かな自然と文化は長野県民の貴重な財産であり、誇るべき

環境をヽ来の世代に引き縦いていくことは 現在を生きる我々に課せられた責務で

ある

このような基本的な認識の下そ 長野県は 長野県環境影響評価技術委員会で 5

口にわたり慎重に審議した上でまとめられた意見をもとに 関係市町村長から提出

された意見を勘案し 公聴会等で住民から寄せられた意見にも配意して 下記0と

おり準備書に対する環境保全の見地からの意見を述べるものである.

事業者は 地域の環境保全に責任を有する知事の意見であることを十分に認識し

た上で 準備書の修正について東摯に検討し、環境影響評価書 (lltt f評価書Jと

|｀ う)に適切に反映することを強く求める

記

:全般|1事項1     1                          ・

1 環境影響評価に取り組む姿勢

は)本事業は 技術申にヽ規模申にも日本のトップ企業である事業者が実施する

法施If以降で最大規模の事業である|そのため 環境影響評価についてもトッ

プランナーとして実施すること力` /■業の社会IIb責任として求められることを

強く認識し 最低限の主務省令で示す基準を満たせばよい 10年以上前に実施

された驚備新幹舞 こおける環境影響評価と同様の手法等でよい などという姿

勢は遭切でないことを十分に踏まえた上で 今後の環境影響評価手続を進める

こと.

0環 境影響評価の実施に当たつては 一定の基準を満たせばよいという姿勢て

はなく 法の趣旨に則り できる限り環境への負荷を回遊 低減する姿勢 (べ

スト追求型)で行うこと 特に 対象事業実施区域は 現状の環境が環境笙準
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値や法規制値を大きく下回る 極めて清浄かつい澤な地域が多いことを+分露

譲し 現況を大きく悪化させないという観点から寄与事を用いた評価を行い、

必要な環境保全措置を検討すること。また そうした姿勢を評価書に明記する

こと.

(3)環境影書評価

“

情報提供 説■によるコミュ■ケーシヨンの手続であるので、

「
価書の作成に当たっては、事業の実施が地域の環境に及ぼすおそれのある形

薔の2度や範囲について地域住民が容易に理解できるよう、調査 予測方法の

丁事な記載、図表等を落用した予測結果の記載などにより 分かりやすい図●

となるよう+分な見直しを行うこと。

“

)工事期間が長期・
‐わたることから 工事期間中に新たな環,保全技術な|の

知見が●られた場合には最大限採り入れること。また 新たな環境影響のおそ

れが見出された場合には 県に報管するとともに 影
=の

回達 軽減のための

追加措置について 必要な班言を求めることを諄41■に紀載すること.

2 工事用車両の通行に伴う生活環境への影響の低減

準備書において、地域住民の生活に利用されている既存道路を通行する資材及

び機械の運搬に用いる車両 〈発生土運搬車両を含む。以下「工事月車両Jと いう。)

が著しく増加する針画●示されており、lt域住民の生活環境に大さな影響を与え

ることが懸念される。そのため 評価●において以下の対応を行うこと

0)各非常口 坑口等からの年別の発生土量とI●月車両の台数の関係を示し

各予測地点における工■月車両の発生集中交通量の根拠を明確にすること。

0)り1常口 (斜坑)ごとの工事計画の調整 非常口 (斜坑)の見直しなど、地域

の実榊 こ応した工事用車両の発生集中交通量を肖1減する方策を記戦すること.

(3)工事

“

画が具体化した時点で 工手扁車両の発生集中交通■を削減した運行

計画及び諄じることとする環策保全措置を県に報告し、必要な助言を求めるこ

とを記載すること.

“

)地元自沿体及び地域住民の理解と協力が得られるよう 工事を開始するに当

たっては あらかしめ、31係市町村及び工事月車両が相当数通追する●町村や

道路管理者苺関係機関と+分な協議を行い 工事月車両の規格、道路の通行時

間 1日 の通行台数など、地域●環境に影響を及ばす事項に対する配慮等を配

した環境の保全に関する協定等を締結することを記載すること。      ●

(5)通学路など地域住民が生活に使用する道路と工●用車両の運行ルートが菫複

する場合,安全面に係るF・5題が懸0さ れることから、学校 病院 その他の配

慮がヽ に必要となる施殴に対する対策を具体的に記載すること.      ‐

“

),況道路が騒音に係るス境
=準

嗜既に超過している予測地点については、道

躇管理者と連絡 調整を密に図り 互いに適切な環壕保全措置の実歯に努める

ことを記載すること.

「

( |
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3 非常口 (斜坑),の設置に伴う環境負荷の低減

山岳部の非常口は山,ト ンネ′レを掘削するための斜坑であリ トンネル楓首1の

発生土171搬 出口として工事施エヤードが設けられ 発生上の仮置き 濁水処理設

備 コンクリートプラントの設置などが予定されている.県内においては、山i
部の非常口が 11箇所計画されており これは山岳トンネル区間を有する他県と比

べても最も多い数であり 環境負荷を低減する観点から必要最低限の規模及び数

にすることが必要である。そのため 評価書において以下の対応を行うこと

は,各非常口から本線トンネルまでの斜坑トンネルの位置 規模及び工法と 各

非常口と坑日からの堀肖1方向の訃画を記載すること

0)を非常日からの斜坑トンネルによる影響を含めた地下水の予測検討範囲を設

定し 地下水 水資源の予測評価を行うこと        ‐

0)非常口の規模 位置及び数について 地形やトンネルの施工計画 工事工程

の確保 発生上の運搬等の観点のみから必要性を判断するのではなく 界冤ヘ

の負荷をできる限り低減する観点から 非常口の数の肖1減などの見直しを行い

その経緯及び結果を記載すること.

(0すべてのラ1常口を供月後におけう万が一の異常時における連難日の月奎とし

て残すわけで■なぃと●れているので 各非常日の供月後の扱いを検討し 明

らかにすること その際には ブ1常口としての機能の必要性を考慮した上で

可能な限り廃上し
―
て原状回復するとともに 景観等に配慮した原状回復の措置

を具体的に記載すること.

4 事後調査等の適tlな実施

は,準備書においては 予測の不確実■の程度が|ヽ さく 環寝保全措置の効果に

係る知見が十分に蓄積されているという理自からt法に基づく事後調査を実施

しないとしている環境影響評価項目が多い.しかしながら 本事業においては

そもそも事業計画の詳細が決まっておらず 予測条件や環境保全措置の内容が

倶体的に示されていない項目が多い ついては その不確実性の程度を改めて

検討し 予測結果が環境基準に近いもの 寄与率・ lS高 いものなどより多くの項

目て法に基づく苺復調査を実施するこ|。 また 主務省令においては 工事中

又は供用後において環第保全措置の内容をより詳紅なものとする必要がある場

合も事後調査の対象にしていることから その観点からも必要性を検討し そ

の結果を記載すること。

0)企業の社会的責任として大気質 騒音 振動等の定期的なモニタリングを

=極的に実施し 希少動植物に関する情報など非公開とすべき情報を除き 結果

についてはすべて公表すること,

0,,後調査及びモニタリングの実施内容l_つ いて 調査地点 調査期間 調査

方法等を具体的に評価書に記載すること:事業計画が具体イヒしないと詳細な内

容が決められない場合は その考え方を示すこと́     ■
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[個月1事項]

5 大気質

(1)四季に各 1澤同行われた気象調査のデータを用いて予測を行った地点におけ

る予測結果の信頼性、妥当社を検証するため 通年観測を行つた地点において

四手のデータと通年観測データを用いたシミュレーション結果を比較すること

等により、予測の不菫実性の程度を定
=的

に明らかにし、評価■に紀織す|こ
と.

0)山間部の道路においては 急勾配や念カープが多く、また 幅員が狭い箇所    i
では結避等により工事月車両の発進、停車が多くなることが想定される 工事

月車両の運行に係る大気汚染物質の排出係数につ|ヽて、安全側の予測という観

点に立ち、地域の特性を考慮した補正を行い それに基づく予測結東を評価書

に記載すること.

「0 騒音 振動、磁気圧波 低周波音

(1)評46■ lこおいては、コンター図 (等書線図)等を用いて、予測結果を住民に

分かりやすく示すこと。環境基準や環境保全措置の内容等が具体的に決まうな

いと対応が困難である場合は:■業II画が具体7r.し た段階で コンター図等の

分かりやすい図表を作成し 公表することを評価書に配載すること.

(2)列車の走行に係る騒吉:振動 低周波書等について 今後も 山梨リニア実

験線における新たな知見の集積に努め 予測結果や環寃屎全措置の内容に適切

に反映すること。                        _
⑬)列車の走行に係る憲書の予測値の根拠となる音源デ=夕 を評価■に明記する

こと。

141列車のた行に係る騒音の環境保全措置として蔵Eする防音壁や防
=防

災フー

トについて その構造や厚み、段置方法等を評価■に紀載すること。また 防  ` ,1
音壁又は防音防災フートの設置にょる騒音対策と、景観 日照隕書に係る影響

の軽減は相反する可能性があるため、総合的な評価を行い 環境保全措置を検

討すること.    |
6)列車の走行に係る環境保全措置0う ち 「沿線の土地利用対策」については、

その必要性を具体||に壺理して関係機関と十分な協議を行うことを評価書に記

載すること.

(0)建設機械0稼働に係る騒音の環境保全措置として投置する仮国いや防音シー

ト等について:遣音性能尊 (四いやジートの低減効果 設置方法0)を評価薔

に記載すること。

' 
水質 水底の底質

■ 11)|ンネルの工事における水あ汚れにつ0て 自然白来の重金i等の調査項目

に王鉛を加えて予測評価を行い 結果を評価書に記載すること.
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("工事の実施に伴うJI水を公共月水域にt●流するに当たっては ,"管理者等

と協議の上 放流先の河力の水質や利用状ユ等を考慮して 放流位置及びり1水

の処理方法を検討すること 特に な川橋梁付近の工事により発生する|1水は

妙琴ド水場の取水●置より下流に放流するなど 水道水の原水に影響が生じな

いよう必要な対策を講じること

3 地下水 水資源 |

い)地下水や猿庫の東、日信測 Iの・Is質調査結果について 電気伝導睾t pH、

硝酸イオンを含めた
=要

溶存成分のデータを示すことによって データの精度

や水の性状を検討することが可能になるため 評価書においてはそれらをまと

めて記戦すること また 提示されたデータからイオンバランス 電気伝導度

バランネを計算すると10%以上の誤差があるため 評価書においてはデニタの

精度を踏まえた予測評価結果の記載をすること.

("水資源への影響に

“

るン ュヽレーションの結果については 1布以上の誤差

があり 特に流量が小さいときに誤差が大きくなっている。また シミユレー

ションのパラメ‐夕として採用している透水係数が一般1唸数値と比べて小さ

い値となっておリ シミュレーションの官頼性に欠けている そのため その

.I集結果を基に水資源への影響が小さいとすることは慎むべきであり 評価書

において シミュレ=シ ョンの精度を踏まえた予測評価結果の記載をすること

0)「全体として影響は小さい 」という表滉が多く見受けられるが 個別の泄下

水 水源によって影響は異なり 必ずしも影響が4ヽ さいとはいえないため そ

のような表現は適切でない そのため 評価書においては 「全体としてJとの

記載の見直しを行うこと

(0準備書においては、個人丼戸など個別の水源や 水辺へのlt存性が高い動植

物への影響に係る調査が不足しており 影響が小さいとする予測評価結果には

十分な根拠がない。

っいては それら0影響を明らかにするために必要な調査を事後調査として

実施することとし 評価書には 工事着手前 工事中 工事後に行う事後調査

の調査範囲 調査期間 調査方法を具体的に記載すること 事業計画が具体化

しないと詳細な調査について決められない場合には 評価書には 調査の概要

を記載するとともに 詳細な調査計画については それを作成した時点で県に

報告し その助言を踏まえて調査を実施することを 明記すること.

なおt事後調査計画の作成に当たっては 以下の点に留意すること

地下水の予測検討範囲については 各非常口からの斜坑トンネルによる影

響 高架橋等の基礎工事による影響も含めて設定すること.

事後調査範囲として 高橋の水文学的方法による予測検討範□内だけでは

不十分であるため その範洒外を含め 個々の水源の集水域を考慮し適切に

設定すること

5



地下水流向や利用している帯水層の違いによって影響程度が変わることか

ら、帯水層ごとに水位を把握できる地下水観測井を 計画ルートをはきむ面

側に設置すること.

水位観測は手節変動や日変動もあるため、自,水位計による連続観測とす

ること.

鋼査結果は 個人情報など非公開情報を除き すべて公表することとし

公表の方法を記載すること。

“

)高橋の水文学的方法はあくまで恒常||な湧水の推定のための手法であり 破

砕薔を通して発生することが多い突発的な湧水は予測できないことを、評価彗

に配載すること。また、事業者が有する詳IBな珀質図や断面図を甚に、評価書

においては破砕帯がある場所での突発的な湧水に係るリスクの口載を追力,する

こと.

9 地形及び地質t土地の安定性

(1)大鹿村の小渋

"1橋

梁、変■施設 非常口及び工事月道路を計画している場所
|

は、鳶ノ巣崩壊地の近傍であり 落石 崩壊ゃ深層崩壊など地形 地彙上のリ

スクが大きい場所である。したがつて 地上構造場はできる限り運ける必要が

ある。そのため 工事の施工上だけてなく 環境保全の見地から 小渋川橋梁

のトンネル化 変電施設の地中化 非常口及び工事用道路の見直しなど事業計

画の変更を検討し 検討の経緯及び結果を蔵価書に配載すること.

0)■画施設が設置される位置及び深さが工補に把握できるよう、再価■におい

て 適切な縮尺の図を用い、路線を記載した統括地質平面 地質断面図を示す

こと。また、路線周辺において実施したボーリングデータを示し それらのデ

ータを踏まえてどのような解析を行い、路線や関連施設の設置計画等に反映し

たか 分かりやすくまとめて記重すること
`      

‐

0)南アルプス地域の地質は■聖的な「付加体摯積物Jか ら構成されることがほ

ぼ常識化しており 付加体としての性状把握は土地の安定性や発生土の性質の

予灘 水理地質上0「価を行うためにも大切な情報となるた0 評価]におい
てT寧 に記載すること.

10 上颯汚栞

大蔵村の旧小日影絋山は東西方向に鉱脈が延びており 本事業におけるトンネ

ルのII画 と同じ方向であるため 万三鉱脈にあたれば影響が大きい。そのため

発生土に含まれる重金属について工事中の監視だけでなく、事後飼査の対象にす

ることを検討すること.

また 評価●l_おいて 発生土に重金属が含まれていた場合の適切な処理処分

の方法を具体的に記載するとともに 処理処分を実施した場合はその状況を県に

報告することを記載すること.

′
~

,

( ,
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11 日照阻害

曰熙阻_tに係る予測結果について 論 書において計画施設の高さ、形状等の

予測条件を示すともに 施設ごとに等時間日影図を示すなど 予測結果を住民に

分かりやすく示すこと。環境対策工等が具体的に決まらないと対応が困難である

場合は 事業計画が具体イヒした段階で等時間日影図等を月いて分かりやすく示し

公表することを評価書に記載すること また 曰影時間ごとの大陽光バネルの設

置家屋数を示し、太陽光発電に対する日照咀害の影響を明らかにすること

12 文イし財

政変の可能性のある範囲内に存在する埋蔵文化財包蔵地に対する環境保全措置

を適切に実施するとともに 工事月車両の適行に伴う道路沿道l_存在する指定等

文イヒ財への影響を低減するため、工事月車両の発生集中交通量の削減などの環責

保全措置を講ずること.

13 磁界

国際非電離放射線防護委員会 (ICNIυ)のガイ ドラインでは変動磁界の基準は

周波歎が高くなるほど厳しく規定されているので 走行中の草内における変動磁

界については 10NIRPのガイドラインに対する比率だけでなく 周波数成分の変

動範囲を測定して、測定データを評価書に記載すること。また、磁界の影響につ  ‐

いての知見の収集に努めるとともに 供月後のモニタリングを行い そ0測定結

果を公表することl_よ り 住民の理解が十分得られるよう努めることを調面書に

記載すること。

14 動物 植物 生態系         ・

0)ミ ャマシジミに係る予測結果を 評価書において 「笙息環境0-部は保全き

れない可能性がある.Jに変更し 食草のコマツナギの分布状況の調査を実施し●
‐環境保全措置を検討すること 環境,全措置として 生息地代替技術を採用す   |
る場合は専11家の助言を踏まえて実施し 事後調査の対ぶとすること。

② ■マグラルリツパメ ハマスズヽ ツバタコイラギャルについては 工事計画
が具体化した時点で 専門家の助言を踏まぇて現摯調草を1施 し、´要にヽし

て適切な環境保全措置を検討することを評価書に記載すること。

0山 間部のプ1常口などの夜 l・1照明によるた光性昆虫への影響について 環境ス

全措置を検討して評価書に記栽すること:

(0ク マタカについては、代替巣の設置による環境保全措置の実施は他の猛書類

と比べて困難であるので 環度保全措置の検討に当たっては 代著巣の設置以

外の環寛保全措置を優先して行うことを評価書に記載すること。 .

7           ~



6)工事月車両の通行による影響について、動物と生想系が環境影響評価項目と

して選定されてぃるが 準備書においてどの部分で予測及び評価が行われてい

るか分かりにくいため、評価書において露載を修正すること.

また、工事用車両の交通量が著しく増加する場合、既存道路の禾1月 であつて

も,泄道の動推物への影響は当然想定される.動植物の影響に係る知見がない

のであれは、影響が rない」、f71ヽ さいJ又は『少ないJとする見解を改め 交

通量の増加に相応する影響が生じることを評価書に記載すること.さ らに、エ

事用車両の運行計画が具体的に決まった段階て 交通量の増加が著しい路線に

おいて必要な調査を実施し、その嗣0結果と重要糧が確認された場合の環境保
全措置を来に報告し 必要な助言を求めることを評価書に記載すること:

(6)ミ ゾゴイ ブッボウツウについては、それぞれの生息地 営巣地を通行する

工事月車両が長期F・|にわたつて著しく増加することが見込まれている。長期に

わたる工■月車両の増加が両種の生態に与える影■について知見がないのであ

れば 形彗があることを前提に環境保全措置を検討し、評価書に記載すること

(7)大鹿村螢沢の南西側の非僣口 〈A地区)については 事業者が定めた動植物

の調査範囲を満たしておらず 動物については改変区城とする 250mの範囲も

,都欠けている状況である.不足している範囲の動植物について、春夏だけて

なく四手の嗣査を行い、その調査精果と重要種が確認された場合の環境保全措

置を果に報告し、必要な助言を求めることを評価■に記載すること
`

い)環境保全措置として移植・ 播雹を行うこととしている重要種は 成功事例と

して示されてぃる0例の信頼性が低いと判断される。そのため、環境保全措置

の検討に当たつてはヽ 移植 播種以外の栞境保全措置を優先して行,こ とを評

価書にE載すること,

(9)植物の調査方法について 調査●lB頼性が判rlで きるよう 澤価書において

詳し
'ヽ

説明を記栽すること.また、田生の結果にpぃて 群落の機要だけてな

く組成や構造が分かるよう平価きに記戦するとともに 現存植生図については

詳細の判別ができるよう適切な結尺で表示し 几例を●ベージに配載するなど

分かりやすく整理すること。                   ・   .
(10外来薔が優占する群澪 (フサフジウツギ警藩 セィタカアヮダチツウ群藩

ニセブカシア群落 キダチコマツナギ群落)の分布する場所では、工事による

土地の

“

変や 長期間にゎたる工事月車両の通行の影響て群落が拡大しないよ

う 必要な環境保全措置の実地について評価書に紀載すること。また 特定外

来生物に指定されているオオキンケイギクやオオハンゴンツウ、また近縁種の

ハルシャイク:ル ドベキア属などについても同様に対応すること。

01動植物に対する界境保全措置の″果に不確実性がないことはあり得ないので、

事後調査の実施を検討し、その結果を評価書,こ記載すること。

(12,オオムラ

'キ

は 口彙であるだけでなく 里山の環境指標種として広く知ら
れている:調査範囲でも多く生息が薇露されていることから、大鹿地域の山亀

「

( |
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生態系 ス竜川・ 飯回地域及び阿智 青木曽の里地 里山の生想系における典

型性の注目種に追加し、予測及び.肺結果を調面書に.●L載すること.

(13)事業の実施により水量が低下する可能性がある沢や池等において、水辺への

依存性が高い重要な種の生息 生育への影響を予測し 必要に応じて環境保全

措置を議じるとともに事後調査を実施することを、評価書に記載すること

15 景観

準備書において景観の予測に用いたフォトモンタージiは 違方に存在する構

造物の詳細が不鮮朝であり 予測結果を適切に把握することが困難である その

ため 写真サイズの拡大 人が構造物を注視する際の視野を考慮するなど分かり

ゃすいフォトモンタージュ●●成し 予測結果とともに評価書に記戦すること

16 人と自然との触れ合い活動の場

不,定かつ多数のものがオ1月 している場だけでなく 小渋川流域など、自然衆

境に恵まれているlL域において行われる桂民による日常的な自然との触れ合い活

動にういても、工事月車両の通行による影響を低減するための努力を,う ことを

評価書に記載すること

17 廃案物等                             ‐

(D発生土置き場 (仮置き場も含む.以下同じ.)について、現時点ては_B体的な

計画がないため 設置場所や運搬ルー トが全く未定であるほか 具体的にとら

れる環境保全措置も確定していない 発生土置き場や運搬ルニトにおける他の

環夏要素への影響も不確定であり 全体として大きな不確実性があることから

法の事後調査、家となること1明確に評価書に記載すること

また 発生土置き場の建設及び供用が周辺環境に及ぼす影響につ0ヽては 本

来、
1未

手続におしヽで調査 予測及び評価を行い その内容にうぃて環境影響評

価技術委員会で審議すべきものである。そのため、今後 発生土置き場の計画

が具体的に決まった時点で、調番 予測及び評価を行い その結果を公表する

とともにt県に報告υ 必要な助言を求めることを評価書に記載すること.

("森林の伐採にllい発生する伐採木や土地遣成等に伴ラ支障家屋等の取り壊し

に係る廃案物の発生が想定されるため これらについても建設工事!,伴う廃棄

物として予測評価を実施し その結果を評価書に記載すること.

0)廃東物に係る予測評価を県内一括で実施しているがt工事が実施される地域

により、廃菜物の発生量 種類等の条件及び廃棄物の処理に係る処理施設との

位置関係などが異なる そのため 県内をいくつかのプロックに分け、地域ご

との諸条件 処理施設に係るデータを記握した上で 地域性を考慮した廃案物

の処書 処分に係る予測評価を実施し その結果を評価書に記載すること.

9



18 温
=効

果ガス等
:      列車の走行に伴う温菫効果ガス排出■については、準備書の資料幅において東

. 京都～大阪府間で全線関業した際の排出二が示されている。しかしながら 本準

備書の対4区日は東京都～名古屋市間であり また当該区間は航空路線の撤iEや

減使が実施されず環境負荷が最大になることが想定される。そのため、東京都～~名
古屋市間の開業時における渥菫効果ガスの排出予測値を算出し、沿線自治体に

おける統一した数値として評価書に記載すること.

1' その他     |
山梨県 静回県t長野果の3県 10市町村では 南アルプスにおける将来の自然

遺産登録を目様に ユネスコの生勁田保存地域 〈ユネスコエコパーク)及び世界

ジオパークヘの登録を目指しているた0 関係する市町村の意向を踏まえ 本事

業の呆施がユネスコエコバーク及び!界ジオパークの■録に影手がないよう+分  `^
留意すること.

( チ
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中央新幹線 陳 京都 名古屋市間)に係る環境影響評価吉に対する環算大臣意見

中央新幹線 (東寮都 名古屋市間)(以下「本事業Jと いう.)lま 東海旅客蛛道株

式会社 (以下「本事業者」という。)力: 東京都港区と贅知縣 古屋市の間 (約 286血

(地上部 :40b、 トンネル部 :246m)を起電導リニアにより結ぶものである。

本事業は その事業,校の大きさから 本事業の工事及び供月時に生じる環夏影響

を 最大限、回遊、低減するとしても なお 相当な環境漠荷が生じることは否めな

|｀ .

冽えば 本事業のほとんどの区間はトンネルで通過することとなっているが 多く

の水系を横切ることとなることから 地下水がトンネル湧水として発生し 地下水位

の低下、同 1流量の減少及び枯渇を

'き
 ひいては河川の生燎系に不可逆的な影響を

与える可能性が高し、 特に、山梨県から長野ヽにまたがる地減リー部へ 哉が日を代

表する優れた自外か風景地として南乃ウプスロ立 Ч́吾に指定されており また、エネ

スコェコパ_ク としての利申も見込まれることから、当該地域の自然環壕毅 全する

ことは我が国の輸 政の使命でもわる.

また、本事業の供凋嘲 こは,時点で約′万 1Tと試算される大量の‐ネルギーを必

要としているが、,在我が国が あらゆるメ策手,を詳して地球温暖イヒ対策に取り組

んでいる状l●.下 これ|ま どのエネルギー需要が増力]することは看過できない。髯用時

におけるエネルギー消費量の低減と調凄するエネルギーのグリーン化等を行い 大規

模事業者として 温皇効果ガスの|1出低減に向けて主体的な役割を果たすことが不可

久である.

この他にも、トン

^ウ
の,削にい 多`量に発生する発生士の道ル ト処理 ヽ少勁植

物の生ら地

…

保護ヽ工事の実施に伴う大気汚染、騒音 ‐振動対策等、本事業

の実掟 tヨ半う利 ま蝉 ■己卜ない.

技術の発展の歴史い ば 環夕の保全を内部|`しなιヽ 前に 未来はなし、 こ

のため `炭素 ‐循環 ‐自然共生が統合的に達成される社会の具列 ヒに向け 本事業

の実施に当たっては 次の措置を講じることにより 環境保全につぃて十全の取組を

行うFと が 本事業の前提である.

なお 言うまでも無く 本事業|ま 関係する地方公共団体及び住民の理解なしに実施

することは不可能である.こ のため、事業の円滑な実施及び供用に向け 本事業の今

後の検討及び実施に当たっては 関係する地方公共団体の意見を十分に勘案し、環境

影響評価において重要な住民関与についても十全を知すことが必要である.

さらに 国土交通大臣におかれては、本事業者が十全な環壕対策を議じるこ|に よ

り 本事業に係る環境の保全について適切な配慮がなされることが確保さtlる よう



本事栞置に対して適切な指導を行うことを求める.

1 総綸

(1)必要最小限の政変

本事業は自然環寛豊かな場所を含0規模の大きな土地の改変を伴うものであるこ

とから、発生上の抑制、湧水によう影署の低減の観点から できる限り、土地の改変

量を減少させる大きでぁる。このため、本事業に伴い土地の改変を行う部分 (ト ンネ

ル部、非常口、変電施骰、車両薔地等)については、必要最小限のものとすること。

また、本事業の工事のみのために曖置する必要な窟骰年については 工●R7後、速

やかに 原状に復旧させること.

(2)迫
"的

な目査 予測及び評うの実施

本事業は工手期 |・|が,期にわたるものであることから ,薬実施区域の社会環境

生活環境ヌは自然環境の変化があり 予測し得なかった変イとが見込まれる湯合は そ

の変化の状況を踏まえ 工事中及び供月後におけるFF●項目を再優討した上で、改め

て環鮨影響について、調査 予測及び評価を行い、通切な環寃保全措置を確じること。

また 新たに自然環,の改変を行う場合、工事実施中に新たに環境影口に係る知見

が判明した場合等 本澪栖書における予測の前提条件が劉 ヒした場合についても 同

様の取扱いとすること.

(3)環,保全措置の検討

環境保全措置の具

“

とに当たつては これまでの櫛杢結果、専門家等の助言等を略

まえ 措置の内容が十全なものとなるよう客観的かつ科学的に検討すること.その際

には 環責影■の口避、低減を優先的に検討し、代■措置を優先的に検討することが

ないようにすること.

また 環境保全措置の具体化について、方法、専Fi家等の助言 対応方針等の結果

を公表し、透明性及び客観性を確保すること。

(4)環境保全措置の実施

本事業に超因する環境影響を最大限 国連及び低減するため 本評価■において議

しることとしている環境保全措置及び追加的に諄じることとした環境保全持こは適

切に輸 ること.

(5)=後調査等の実施

事後調査又はモニタツングを適切に実施し 本手葉による環場影澤を分折した上で、

必要に応じて 追加的な環舅保全措置を構じること。また、事後調査又はモニタツン

グの結果については 追加的な環馨 措置の内容 効果及び不確実性の程度とあわ

せて、その内容を公表すること.



議 じること.

2 各論

2 1 大気環尭

(1)大気質

0 葉枷県全措置の実施

本事業は 山問部等の比較|1清浄な地域で多くが行われることから 工事用車両

の運行に伴いつ1出 される大気ら染物質による大気質ヽの影響について 地域特性に

応した適切な環境,全措置を露じること

② モニタリングの実施

工事月車両の運行に伴いツト出される大気汚染物質による大気質への影響につい

て、モニタツングを実施するとともに、その結果に応して 適切な環夏保全措置を

(2)酸音

0 音源対策を基■とした環郷 軸 置0構計

列車走行:畔う騒音について 環夏基準の類型指定後の環境保全措置の検討に際

しては よリー月の影響の低減を検討するよう 沿線の状況を踏まえた予測及び評

価を行い 音源対策を基本として、適切な環境保全措置を籠 じることにより 環発

基準の達成を図ること。

なお 土地利用対策を含む総合的な対策の検討及び実施に当たっては 関係機関

との十分なこ擁を図ること

② モ‐タリングの実施

工刹千車両の理紅及び建設攘板の御勁、

"電
後における列車の・

~行
に係る騒音等

についてモ‐タリングを実施するとともに。その結果にはじて、適切な賢境保全措

眸 じること。

◎ 走行条件の変更ヽ 等における追加,な調苺、予測及C呼価の実施

本評価書における予測の前提条4と して山梨 ソニア実験線の結果を利用してい

るが 供月時における高速イヒ等の走行条件等の変更がある場合は 騒音にF_る影零

について嗣査 予測及び評価を行い 適切な環境保全措置を講じること。

(3)振動

0 モニタリングの実施

工事用車両の運,及lFO設機械の稼働

ついてモニタリングを実施するとともに

を記じること.

供用後における,1車のた●に伴 う振動に

その結果に応 じて 適切な環境保全措置



② た行条件の変更時年における追加||な調査、予測及び評価の実施

本評価者における予測の前提条件として山梨ソニア実験線の結果を利用してい

るが、供月時における高瑚 ヒ等の走行条件等の変更がある場合|ま 振動に係る影響

について躙査、予測及び評価を行い、適切な押 量を
=じ

ること。

2 2 水環境 (水質、地下水 水資源)

トンネ/●lfの地下杓立データは少なく、山梨ツニア実験線区間での河川流量観測結

果のみでは、地下水tや水環境に関する予測の不確実社は高い。また 特に山
=ト

ン

ネル区間には、多数の印●が確認されており、断層や破,帝等の透水性が高い部分か

ら大量の湧水が生する可能性がある.狐下水位の低下並びに●11流量の減少及びこれ

に伴い生する河川の生態系や水生生物への影輌は、重大なものとなるおそれがあり、

また 事後的な対応措置は困難である                       r
このことを踏まえ 以下の対策を講じること。

(1)精度の高い予測の実施及び水系への影●つ口避

山岳 トンネ″部の湧水対策は 事前に精度の高い予測を行つた上で対策を検討し

ておく必要があることから 特に巨屋山地から伊ガ:山地までの区間においては、本

線及び非常口の トンネルエ事実施前に 二次元水収
=解

析を用いてより精度の高い

予測を行い その結果に書づき 地下水位及嗣 ‖流■への影響を■/1ヽイヒできるよ

う水系を回遷又は適

"な
工法及び環境保全措置を議じること。

また 愛知栞及び岐■県については、予測検討範囲内の湿地について、それぞれ

その水理||な成立要因を明らかにした上で、工事着手までに トンネルエ事が湿地

に与える栞発影響について予測及び評価を行い、適切な環境保全増置を諄じること.

(2)湧水の最小限

`膵
工法の検討

本線、先進九及び非常口 (山i部)の トンネルにおいては 防水シー トや薇エコ

ンクリー トの早期かつ適切な施工 必要に応じて防水型 トンネルの施工僣を行うこ

と.

特に 非常口 (山薔都)から本線 トンネルに至るトンネルは 地上部から地下の

測目まで調達し、その過程ヤ浅層地下水の市渕書や浅層焙下水と渕脅地下水を隔て

る不透水層を貫通し 棧層地下利立の低下や河

"流
量に影■を及ぼす可鮨性がある

ことから、4非常口 (山■部)の トンネル掘肖1に際しては あらかしめ、地下水位

の綱査を行い その結果を踏まえ非常ロトンネルの防水工の必要性を検

"す
ること.

また トンネル枷 肖,時に

'う

地質瀾生により得られる実際の印胃癬 市のよ況

等の地贅情報を環境保全措置の検討に反映させること。

(3)湧水の適正処理

`4



トンネル桐 肖1に より生した湧水のツト本については、工事計画の策定段階で、具体

的にり1出場所、ツ1出方法並びに水質 水量及び水温の管理方法等を明らかにした上

で 適正に処理すること。また 湧水及び処理後の湧水について沢や河川等の表流

水に放流することを検討する際には、水質や水量を検討した■で 専門家等及び関

係地方公共団体と協議し、できる限り表流水^の影響を回避、低減すべく多地点で

″流する計画とすること。

(4)事業前後におけるモニタリングの実施

地下水位の低下及び河 1流量の減少が生する可田 生のある地域として 予測及び

評価において設定した予測検討範囲に 闘冒や敲砕帯の性状や連続性を力,味した地

域において、工事実施前から 地下水位及び河

"流
量の地握を継続的に行うととも

に 工事実施中から工事実施後の適切な時期までモニタリングを実施すること。特

に 河川流量つ把握tごついては、水係 ごとに、流量つ少な。極 流部や支流部を含む

複夕の間壺地点を設定すること。

また、tt下水●や硼 1流菫に影響が生している可諧 生が確認された場合は まず

応急対策を譲じた上で 恒夕封 策としての環卸界全措置を講じること.

(5)工事用水の取水の最力Vヒ

エ事に伴う沢及び河力等の表流水からの取水は 生態系^の影響が懸念されるこ

とから 河

"流
量や生態系に影響が生じない場合のみ●うこととし みだりに取水

することは厳に戒めること.また、取水量が集中しないようにすること

2_ 3 土

"趣

慕身

(1)崎
I事ヤ及び工事完了後において、土被りの小さい山

=ト
ンネル印 で地上に口暑等

が存在する嘩 のうら適切な薗テを選定し、一定の期濶に
―

Tに関する事後調査

を実施し、地盤変形の程
=を

把握するとともに、その結果に応して、適切な環境保全

措置を譜じること.

(2)土壊l●染

① 土壌汚染の可能性がある地域における発生上の汚染状況調査

本事業に起因する汚染土壌の拡散を未然に防止するため トンネルエ事等に伴う

発生土については、自然由来の重金属等による汚染の状況を定期的に調査すること.

なお 調査填度については 専門家等の助言を踏まえ決定するとともに 工事着

手前までに具体的な計画を策定すること。

② 汚染土壌の適正な管理及び蝉

自然白来の重金属等による五染のおそれのある土壊にちいて

'ま

、拡散を防止する



ため 適切な管理 び処理を行 うこと.

0 要措置轄 外の■lLの基準不適合土壊の取ユい

要措置轄 外の土地の上壌であつても、その汚染状態が土颯溶出量基準又は土

壊合有量基準に適合しないおそれがある土壌については、運搬及び処理に当たり、
土饉汚染対策性の規定に準して適つに取り

'う

こと。

2 4 動物 植物 生饉系

(1)結論

Φ 南アルプスロ立公国

事業実施区城には 南アルプスロ立公口及び環箋省が平成 19年度から開始した
「国立 国定公園総木検事蜘 において、今後 10年間を目処に日立 国定公国の

新規の指定や大幅な′張の対象となり得るとして選定した候補地を含むことから

本,案の実施が当腋亀て澪価されている自然環境及び笙態系にできる瞑り影eを
及ぼすことがないようにすること。

きた 事後調
=の

結果及び専門家等の助■を踏まえ 適切な環境保全措置を腑じ

ること.

② J拗囲保存地域 (ユネスコ
=コ

パーク)

生勁圏保存地域 (国内呼称 :ユネスコエコパーク)は、生態系の保全と持続可能

な利活用との調和に取り組む地域を塁録するユネスコの事業であるが、当該ll線が

通過する南アルプス周辺地域は、生物田保存地域の登録申

"地
である.本事業ll画

では、生物図保存地域の「移行地域」において 非常口や工事ブラント 発生土置

場年の設置のほか 発生上や工事資材運搬のための車両の通行肇も計画されている.

噺 地域Jは 自然と目和した持饒可館な資源管理が展開される地域であり、関

係●●l●は、自84●フィ
"ウ

ドの提よや農林水産物のプラジド化等の自然環境や

地域贅置を活かした取組を計画していることから、本事業の実施が生物園保存地域

登録申請地としての資賛を損なうことが無いよう、事業実施に瞭しては関係地方公

共団体と十分に綱壺し その意向を尊重すること.

(2)動物

0 希少猛奮類の摯殖活動^の影響の回避・低減

本事業の計画路線の周辺には クマタカやオオタカ等の希少な猛奮類が生

`し
、

■回路線付近で営業する個体も確認されている.工事の実施に際しては、これらの

なの生gゃ繁殖活動に支障を及ぼきないよう細心の注意が求められるが 乗境保全

措置として位置づけられているコンディショニングは、―部の籠て成功事例がある

ものの、手法として■立されているとは書い難く、営業中心城や高利用域といつた

繁殖に重要な地域の回選や営業期の工事の回避等のより薇案性の高い手法により

r

1  ,



これら人の影響を回違 低減することを優先||に検討することが必要である.

このため 希少猛禽類 (ク マタカ、オオタカ サシバ)の うち 営業中心域等と

工事区域が重複するものについては 専門家等の助言を踏まえ 以下の環境保全措

置を講じること。

(a)神奈

"県オオタカ (長竹ペア)については 営業中心域に政変の可能性がある範囲の一部が

含まれる計画となっているが 営巣期 (2～ 7月 )における営巣中心域の人の立ち

入りについてはオオタカの生息に支障を来すおそれがあることから、営巣中心城や

高ll月域といつた繁殖に重要な地域のできる限りの回遊や営巣期の工事の口避等

を年うこと。

●)山葬9ヽ
‐オオケカ (坊ヶ峯ペア)についてほ 営業■い費を計画蕗線が通過する計画となっ

ているが、営業期 (2～ 7月 )における営業中心域の人の立ち入りについてはオオ

′力の生らに東障をえすおそれがあることから 営業中心域や高利用域といつた黎

蒸に重要な肛嘴のできる限りの回産や葺巣期の工事の回連等をITう こと.

クマタカ (青崖ペア)については 営業中心城端部を計画路線が通過する計画とな

つているが 基本的にこの区域の栞夏の工変は避ける必要があり 人の出入りも極

力少なくす大きであることから 複数の専門家等の助言を踏まえ、営業中心域を回

連及び高利月域での普巣期にぉける影軽を回違するよう工事計画及び工事方法の

イ
ー

ヽ 当該ペアの保全二十全を摯した工事を実施すること.

‐タマタカ (新蒼ベア、高下ベア〉 ‐ で`は、静 tЯ卿 こ改変の可能性がある範囲

0-部が含まれる訓函となo‐ るヽがヽ 本事業による生息環境の改変により繁殖澪

勁に悪影響が及ぶおそれ0ある区嬌であることから,商利 ■境を回遊する又は営業

期における工事を遮けることも含め 専門家等の助言を踏まえ、回遊 低減 御鷲

の順て環境保全措置を検討し、議しること。   1

(o)長野県

オオタカ (喬木ヽペア)については 普巣中心域を計画路線が通過する計画となo
ているが 営業期 (2～ 7月 )における営巣中心域の人の立ち入りについてはオオ

タカの生息に支障を来すおそれがあることから 普巣中心域や高利用域といった繁

殖に重要な地域のできる限りの国避や営巣期の工事の回遊等を行うこと.

クマタカ (大鹿村Aペア)については 首巣中心域近傍を計画路線が通過する計画

となっているが 基本的にこの区域の環境の改変は連ける必要があり、人の出入り



も極力少なくすべきであることから 営業中心域及びその近榜を回連する又は営巣

期における工事を避iす ることも含め、専門家等の助書を略まえ、回選、低減、代償

の原で環境保全措置を検討し、議じること.

クマタカ (大鷹村Bペア、Cペア)については、高利用城に改変の可龍性がある範

日の一部が含まれる計画となっているが、本事業によう生ふ環場の改変により繁殖

活動に悪影響が及ぶおそれのある区域であることから、高利用域を回避する又は昔

巣期における工事を避けることも含め、専門家等の助■を踏まえ、口避、低減、代

薇の順で環境保全措置を検討し、講じること
`

(dl岐阜果

オオタカ (千ユ林南ペア)については 営巣中心墟に改変の可能性がある範囲の一

部が含まれる計画となっているが 営巣期 (2～ 7月 )における営巣中心域の人の

立ち入りにらぃてはォォタカの生息に支障を来すおそれがあることから、営巣中心

域や高利用城といつた贅殖に重要な地域のできる限りの口選や営業期の工事0回
遊等を行うこと.

サツパ (久 利々東ペア)については 営業中心域に改変の可能性がある

“

国の一部

う治 まれる計画となっているが 人の立ち入りや工事の実施により繁殖に及ぼす影

彗が大きい区城であることから、できる限り営業中心城及び高利用域の減少や分断

を最小限にするとともに、工事等による贅殖への影,を低減する等、専門家等の助

言を踏まえ、策壕保全措置を検討し、とふ上支障を及ぼすおそれのある●おを選け

ること.

(c)愛知彙

オオタカ 〈西尾ペア)については、営業中,い城に改変の可能性がある颯日の‐部が

含まれるII画 となつているが 営業翔 (2～ 7月 )における営巣中心域の人の立ち

入りについてはオオタカの生忠に支障を来すおそれがあることから 普巣中心織や

高利用域といった葉殖に■要な地域のできる限りの回逮や営業期の工事の回遊等

を行うこと.

`

② 河 ‖流■の減少に伴う水生生物への対応

工事の実施及びトンネルの存在に伴う地下水位の変動やコ

“

流■の減少に伴う

野生生場合の影響予測については不■実性が高く その影響は、重大なものとなる

おそれがあり、力ヽつ 事後的な対応措置による影響の低減や修復を行うことが難し

いため あらかじめ十分な情報を把握した上、予測、評価を行い 適切な環境保全

措置を諄じる必要がある。このため 河

"沈
量の減少等により影響を受ける可能性

がある地域に生息 生力するヤマトイフナ、希少なサンショウウオ類、水生昆ユ等



の水生生物について 水系ごとに 流量の少ない源流部や支流部も含めて複数の詞

査地点を設定し 工事の実施前から水生生物の生昼状況 河力の流量及び本質につ

いて調査を行い、その結果に基づき予測 評価を実施し 適切な環見保全措置を計

じること.

また、工事実施中及び供月中においても モニタリングを欄売的に実施し、影響

が生じる可能性がみられた場合には 草Fi家等の功言を踏まえ 適切な保全措置を

証じること」

0 移動力の小さい動物種への対応

希少なサンショクシオ類やイモリ類をはじめ両生類 爬虫類、魚類、見虫類 底

生生物等のうち移動力が小さい又は環境に制約される種については 事業の実施に

伴う生已環境つ消失、減少又|ま分断による影響を受けやすい.しかしながら、一部

の種を除き、移動力を略まえたその生息環境の嶼変に対する影響が予測、評価され

ていなヤヽ このため、これらの種のこ息環責0改菱 こ際しては、改変範囲を極力小

さくするとともに、改変箇所に生息する重要な種については できる限り 周辺に

存在する同長の環境
^つ

移動経路を確保するとともに、個体の移植等を実施するこ

と.

④ 夜問照明等による野生動物への影響把握

夜問照明等による野生動物に及ぼす影響については、十分な気見が蓄積されてい

ないことから 山
=部

において 専門家等の功言を踏まえ葉夏保全措置を講じると

ともに、
―

を動 し、その影響を把握するとともに、影響を及ぼす可能性が

ある場合には、計 i家等の勁言を確まえ、適切な環月 果全措置を講じること。

(3)植笏

O 環場め

“

け樹置の検討

植′は 移動籠方を持たないため、工事の実施及び地震等の設置により生育地が

消失又は減少することの影響を自ら口遊することができない。まr_、 極によつては

相観で同質の生育環境が広がつているように見えても、上壌水分や空中湿度等の細

かな環浣菊年により生育地が限定されることもある このため 環境,全措置の検

討に際しては 影響の回遊を原則とすること.

② 移植 褥種に関する実施計画の作成

生育地への影響を回遊又は低減することが難しいため やむを得ず重要な植物種

の移植 橋種を実施する際には、専門家等の功言を踏まえ 対頷種ごとに 初直

播種の場所 時期 方法 監視方法等を含む移植 播種実施計画を作成すること.

(4)笙態系



① 発生土置場及び工事施エヤード等における自然環境の復元

湾生土置場の制 ヒ及び工事終了後の工薔施エヤードの原状復 日を実施する際に

は 専門家等の助言を踏まえ、緑

`ヒ

に掟用する種や燎イと方
= 

彗理方法等を定め

速やかに周辺と一体となつた自然環境にな元するよう適切な環彙保全措置を清じ

ること。

② 生息 生す環境の創出における実施lt画の作成

車両基地等の大規模施設によつて消失される生息 :生帝環策の代■撥置について

,時点では位置 回破 構造、機能等が示されていない。このため 鮮細な設計を

行う際には、それぞれの場所ごとに、専門家等の助書を踏まえ 目凛 対棗種 倉1

出する環境の内容及び創出手法、管理、そニタリング、評価の方法等を含む実施

"画を作成すること.

2 5 人と自然わ 触れ合い

(1)塁山者●の利用体験への配慮

南アルプス地域は 塁山オ●の利用者本当筐地の自然を楽しむため慟れる場所とな

つておリ エ手関係車両の通行等による藤書や振動等が キャンプう等の施設祠

"=や登山利用者年の利用体験の質の低下を招く懸念がある。このため 工手の実施等に

当たっては、これら利用者等の利用実態をle捏した上で 工事車両の運行中  運行

ルート等の配
=及

び運行計口の口整、工事実電の月知等を行い これら利用者等の利

用体験の咬への影手を回避 低減すること.

(2)長期間にわたる工事^の対応

本事業のうち、南アルプスをはじめ人と自然との触れ0い活動の■であつて、工事

の,間がIn●にわたる場所については、工事の実施による景観及び人と自然との摯

れ合い活動の場に対する影●の予測及び評価を行い、通切な乗壕保全措置を議じるこ

と.

2 6 廃栞ウ●

(1)発生土

0 発生抑制、場場利用の徹底

トンネル掘削等の工事実施に伴ラ発生上については、極曖の規模■の見直しを合

め 発生■を抑制するよう摯

"す
るとともに、できる限り場外織出■を抑

"す
るこ

と。

② 発生土置らの選定要件

今後 新たに仮置■の設置場所を選定する場合については 自然植笙 湿地 希

少な動植物の生息地 生市地 まとまった緑IL4、 |は物の重要な生じ地 生す地

10

F



や自然度の書い区城、土砂の流出があつた場合に近傍河 1の汚濁のおそれがある区

域等を口連すること.

また、塁山道等のレタリエーシヨン和月の■や施設t住民の生活の■から見えな
い湯所を選定するよう配慮するとともに 設置した際には修景年を行い 自然景観

を整備すること.

0 発生上の運搬

発生土置場人の運搬又は事業場外への運搬について、飛散流出争によ咽 辺環境

に影響を及ぼさないよう 必要に応して流出防止策を実施し、適切に運搬すること.

,

0 発生土置場の適切な管理

発生■■■での発生上の管理について、椰水の発生blLや土炒の流出防lLその他

周辺環責にレ●を及FFされ よヽう、発生土置場ことに管理計画を作成した上で、適

切にけ ること。

また、発と+の督理訓画の作由 こ当たつては 内容について関係地方公共団体と

協議し、また、住民^の説明や意見の聴取等の関与の機会を確保すること.

0 肇渡先への■41伝達                  ‐

発生土の摯薇等に伴う二次的な上連汚染及び自然植生 湿地、希少な勁植物の生

息地 生す地 まとまつた最亀等の動神物の重要な生息地 生す地や自然度の高い

区域等の崚変を防止するため、議波先が諄じるべき措置を伝達する0の適切な環境

保全烙■を摯じること。

(2)―

① 抑 制強

1    ■事日■ ■生する
―

け,いては、できる限りその発生■を抑制するよう、

工法等を開離すること。また、|●●嘲 こ発生する
―

lこつ0ヽても、その減遺て取

り組むこと.

② 再生利用の推進

廃栞物については、再生利用の方法や■について明らかにするとともに それぞ

れ同様を達成するための方策等を検討し、実施すること。

◎ 適工処理の推進

工事のJl"=でに 廃葉物あ種類及び発生■に応した処理方法及び処分先を決定
し 廃栞物の適正な処理を行 うこと.

11



2 7 1a室効果ガス

(1)定量的な目標の設定及び計画的なHJ減

本事業の実施に当たっては、再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入計画

(定量的な肖1減 目標をできる限り設定することを含む。)を策定するとともに、計画

的に温室効果ガスリ1出量を肖1減すること。

(2)供月時のエネルギーの対策

供用時に

"違
する電力は、できる限り再生●l鶯エネルギーからの■力とする等の

対策を離じるとともに、更なる省エネを徹底しつつ、増力0す る溜室効果ガス排出量

を最大限抑制すること.

(3)工
'中

のエネルギーの対策

工事に伴う■室効果ガスリ1出Jを できる限り肖1減するよう、工事における省エネ

や再生可能エネルギこの利用等の環境保全着置を講じること。

(4)本事業者劉本の取腱の促進

本事業を含あ本事業者における濃雪効果ガス排出肖

'減

措置について 再生可歯エ

ネルギーや省エネルギ‐設備の導入針画 (定量的な削減日標をできる限り設定する

ことを含む.)を策定するととも|1計画的に温室効果ノ

^り

1出量を11減すること.

また、再生可能エネルギーの最大限の導入に主体的に取り組ことともに、省エネ

ルギ」 ヒや技術開発等を進めることで、■期的な
― 果ガス排出削減対策:こ取り

組むことにより、温室効果ガスリ1出量を最大限抑制すること.

(5)他の■業者との連機による取組の促連

本事業者においては 更なる二菫効果ガス排出削減を国るため、他の■業者と連携

する等 効果的な方策に最大限ユリ組むこと。

3,その他

=地元自治体等との連携

事業実施に当たつては 地元自樹本の意見を十分働案し、環境影

'評
価において重

要である住民^の説明や憲兄のお取苺の関与の機会の確保についても十全を期すこ

と.

(以上)

12

`


